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(57)【要約】
【課題】空気の冷却効率および送風効率を向上させつつ
、搬送時に利用者にかかる負担を軽減する。
【解決手段】冷凍サイクル３、ケーシング２およびファ
ン４ａ，４ｂを備え、ケーシング２には、ケーシング２
の外部の空気をケーシング２内に導入する吸気口Ｈ１ａ
，Ｈ１ｂと、蒸発器１４によって温度低下させられた空
気をケーシング２の外部に送風する送風口Ｈ３と、圧縮
機１１および凝縮器１２によって温度上昇させられた空
気をケーシング２の外部に送風する送風口Ｈ２とが形成
されると共に、蒸発器１４によって温度低下させられた
空気を送風口Ｈ３に案内する空気流路Ｒがケーシング２
内に形成され、冷凍サイクル３は、蒸発器１４および凝
縮器１２がケーシング２における上側収容部２１内の上
方収容空間Ｓ１に収容され、送風口Ｈ３は、ケーシング
２における下側収容部２２に形成され、送風口Ｈ２は、
ケーシング２における上側収容部２１に形成されている
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機、凝縮器、膨張弁および蒸発器を有する冷凍サイクルと、
　前記冷凍サイクルを収容するケーシングと、
　前記ケーシング内に導入されて前記蒸発器によって温度低下させられた空気を当該ケー
シングの外部に送風する第１送風処理、および前記ケーシングの外部の空気を当該ケーシ
ング内に導入して前記蒸発器に送風することで当該蒸発器によって温度低下させられた空
気を当該ケーシングの外部に送風する第２送風処理のいずれかを実行可能に当該ケーシン
グに配設された送風機とを備え、
　前記ケーシングには、当該ケーシングの外部の空気を当該ケーシング内に導入する吸気
口と、前記蒸発器によって温度低下させられた空気を当該ケーシングの外部に送風する第
１送風口と、前記圧縮機および前記凝縮器によって温度上昇させられた空気を当該ケーシ
ングの外部に送風する第２送風口とが形成されると共に、前記蒸発器によって温度低下さ
せられた空気を前記第１送風口に案内する空気流路が当該ケーシング内に形成され、
　前記冷凍サイクルは、少なくとも前記蒸発器および前記凝縮器が前記ケーシング内の上
方部位に収容され、
　前記第１送風口は、前記ケーシングにおける下方部位に形成され、
　前記第２送風口は、前記ケーシングにおける上方部位に形成されている可搬型温調装置
。
【請求項２】
　前記冷凍サイクルを動作させる電源としてのバッテリーを備え、
　前記バッテリーは、前記ケーシング内の下方部位に収容されている請求項１記載の可搬
型温調装置。
【請求項３】
　前記ケーシングには、当該可搬型温調装置を背負うためのベルトが取り付けられている
請求項１または２記載の可搬型温調装置。
【請求項４】
　前記ケーシングは、当該ケーシングにおける下方部位の横幅が、前記蒸発器および前記
凝縮器が収容されている上方部位の横幅よりも狭くなるように形成されている請求項３記
載の可搬型温調装置。
【請求項５】
　前記冷凍サイクルの動作開始および動作停止を指示するための操作スイッチが前記ベル
トに配設されている請求項３または４記載の可搬型温調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍サイクルの蒸発器によって空気を冷却して供給対象に供給可能に構成さ
れた可搬型温調装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の可搬型温調装置として、特開２０００－５５４０１号公報に背嚢型充電可能エ
ア・コンディショナー（以下、「背嚢型エアコン」ともいう）が開示されている。この背
嚢型エアコンは、一対のベルトが取り付けられた背嚢型ハウジング（以下、「ハウジング
」ともいう）内に冷凍サイクルの各構成要素や送風用のファンが収容されて、冷凍サイク
ルによって冷却した空気を、ハウジングに接続されている冷風ダクトを介して利用者のヘ
ルメット内に供給可能に構成されている。
【０００３】
　この場合、この背嚢型エアコンでは、蒸発器および第１ファンなどを収容する室内部が
ハウジングの内部空間における上方部位に区画されると共に、コンデンサー、第２ファン
、コンプレッサーおよび冷媒タンクなどを収容する室外部がハウジングの内部空間におけ
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る下方部位に区画されている。これにより、この背嚢型エアコンでは、蒸発器によって冷
却した室内部内の空気が、コンデンサーやコンプレッサー等の発熱体から発せられる熱に
よって温度上昇させられた室外部内の空気と混ざり合うことなく、冷風ダクトを介してヘ
ルメット内に供給される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－５５４０１号公報（第３－４頁、第１－３図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来の背嚢型エアコンには、以下の解決すべき問題点が存在する。すなわち
、従来の背嚢型エアコンでは、ハウジングの上方部位に区画された室内部に蒸発器等が収
容され、かつハウジングの下方部位に区画された室外部にコンデンサー等が収容されてい
る。この場合、背嚢状の可搬体（人が背負って搬送するもの）では、重量物が上方部位に
配置されている状態よりも、重量物が下方部位に配置されている状態の方が重く感じられ
ることが知られている。したがって、冷凍サイクルの構成要素の中でも比較的重いコンデ
ンサーが、ハウジングの下方部位に配設されている従来の背嚢型エアコンには、背嚢型エ
アコンの搬送時に利用者にかかる負担が大きいという問題点が存在する。
【０００６】
　また、従来の背嚢型エアコンでは、冷風ダクトが接続される透孔がハウジングの天板に
設けられると共に、室内部（ハウジング内）において蒸発器によって冷却した空気を上方
に送気して透孔から冷風ダクト内に送風する構成が採用されている。この場合、ファン等
によって強制的に移動させられることのない自然状態において、周囲の空気よりも低温の
空気（冷気）は、下降気流となって下向きに移動する。しかしながら、従来の背嚢型エア
コンでは、蒸発器によって冷却した空気を上方に送気する構成が採用されており、冷気の
移動方向が自然状態における上記の冷気の流れと逆行するため、冷気の送風効率が低下し
ているという問題点がある。
【０００７】
　さらに、従来の背嚢型エアコンでは、コンデンサーやコンプレッサー等の発熱体がハウ
ジングの下方部位に区画された室外部に収容されている。この場合、ファン等によって強
制的に移動させられることのない自然状態において、周囲の空気よりも高温の空気は上昇
気流となって上向きに移動する。しかしながら、従来の背嚢型エアコンでは、発熱体が収
容されている室外部の上方に室内部が区画されているため、室外部内の温度上昇した空気
を上向きに移動させてハウジングの外部に送風することができない。このため、従来の背
嚢型エアコンでは、コンデンサーやコンプレッサー等の発熱体からの熱の排熱効率が低下
しており、これに起因して、蒸発器による空気の冷却効率も低下しているという問題点が
ある。
【０００８】
　本発明は、かかる解決すべき問題点に鑑みてなされたものであり、空気の冷却効率、お
よび冷却した空気の送風効率を向上させつつ、搬送時に利用者にかかる負担を軽減し得る
可搬型温調装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成すべく、請求項１記載の可搬型温調装置は、圧縮機、凝縮器、膨張弁お
よび蒸発器を有する冷凍サイクルと、前記冷凍サイクルを収容するケーシングと、前記ケ
ーシング内に導入されて前記蒸発器によって温度低下させられた空気を当該ケーシングの
外部に送風する第１送風処理、および前記ケーシングの外部の空気を当該ケーシング内に
導入して前記蒸発器に送風することで当該蒸発器によって温度低下させられた空気を当該
ケーシングの外部に送風する第２送風処理のいずれかを実行可能に当該ケーシングに配設
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された送風機とを備え、前記ケーシングには、当該ケーシングの外部の空気を当該ケーシ
ング内に導入する吸気口と、前記蒸発器によって温度低下させられた空気を当該ケーシン
グの外部に送風する第１送風口と、前記圧縮機および前記凝縮器によって温度上昇させら
れた空気を当該ケーシングの外部に送風する第２送風口とが形成されると共に、前記蒸発
器によって温度低下させられた空気を前記第１送風口に案内する空気流路が当該ケーシン
グ内に形成され、前記冷凍サイクルは、少なくとも前記蒸発器および前記凝縮器が前記ケ
ーシング内の上方部位に収容され、前記第１送風口は、前記ケーシングにおける上方部位
よりも下方に位置する下方部位に形成され、前記第２送風口は、前記ケーシングにおける
上方部位に形成されている。
【００１０】
　請求項２記載の可搬型温調装置は、請求項１記載の可搬型温調装置において、前記冷凍
サイクルを動作させる電源としてのバッテリーを備え、前記バッテリーは、前記ケーシン
グ内の下方部位に収容されている。
【００１１】
　請求項３記載の可搬型温調装置は、請求項１または２記載の可搬型温調装置において、
前記ケーシングには、当該可搬型温調装置を背負うためのベルトが取り付けられている。
【００１２】
　請求項４記載の可搬型温調装置は、請求項３記載の可搬型温調装置において、前記ケー
シングは、当該ケーシングにおける下方部位の横幅が、前記蒸発器および前記凝縮器が収
容されている上方部位の横幅よりも狭くなるように形成されている。
【００１３】
　請求項５記載の可搬型温調装置は、請求項３または４記載の可搬型温調装置において、
前記冷凍サイクルの動作開始および動作停止を指示するための操作スイッチが前記ベルト
に配設されている。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の可搬型温調装置によれば、少なくとも蒸発器および凝縮器をケーシング
内の上方部位に収容すると共に、蒸発器によって温度低下させられた空気をケーシングの
外部に送風する第１送風口をケーシングにおける下方部位に形成し、かつ、圧縮機および
凝縮器によって温度上昇させられた空気をケーシングの外部に送風する第２送風口をケー
シングにおける上方部位に形成したことにより、重量物である凝縮器や蒸発器をケーシン
グの上方部位に収容したことで、実際の重量よりも軽く感じられるため、この可搬型温調
装置を背負った利用者の負担を十分に軽減することができるだけでなく、圧縮機や凝縮器
によって温度上昇させられた空気が上昇気流となって第２送風口からスムースに送風され
るため、冷凍サイクルの運転効率、すなわち、蒸発器による空気の冷却効率を十分に向上
させることができると共に、蒸発器によって冷却された空気が下降気流となって空気流路
を下降して第１送風口からスムースに送風されるため、ケーシングの外部への冷気の送風
効率を十分に向上させることができる。
【００１５】
　また、請求項２記載の可搬型温調装置によれば、ケーシング内の下方部位にバッテリー
を収容したことにより、凝縮器や蒸発器を収容したことで冷媒配管が引き回され、かつ冷
気の送風に適した空気流路を形成する必要があるケーシング内の上方部位にバッテリーを
収容する構成とは異なり、バッテリーの収容空間を確保するために、冷媒配管を必要以上
に長く引き回したり、空気の流れが妨げられるような空気流路を形成したりすることなく
、バッテリーを収容することができる。これにより、冷凍サイクルの冷媒圧送効率をさら
に向上させ、かつ空気の送風効率をさらに向上させることができる。
【００１６】
　さらに、請求項３記載の可搬型温調装置によれば、可搬型温調装置を背負うためのベル
トをケーシングに取り付けたことにより、例えば手提げ用の取っ手をケーシングに設けて
可搬型温調装置を搬送する構成とは異なり、可搬型温調装置を背負った利用者の両手が自
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由となるため、可搬型温調装置を背負ったままで各種の作業を実施することができる。
【００１７】
　また、請求項４記載の可搬型温調装置によれば、ケーシングにおける下方部位の横幅が
上方部位の横幅よりも狭くなるようにケーシングを形成したことにより、凝縮器や蒸発器
が収容されている上方部位の左右両端部の下方（下方部位の左方および右方）にスペース
が形成されるため、利用者の肘などがケーシングに当接する不具合を生じさせることなく
可搬型温調装置を背負って移動することができる。
【００１８】
　さらに、請求項５記載の可搬型温調装置によれば、冷凍サイクルの動作開始および動作
停止を指示するための操作スイッチをベルトに配設したことにより、背負った状態の可搬
型温調装置におけるケーシングに手を伸ばす不自然な操作姿勢を強いられることなく、圧
縮機等の動作状態を任意に切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係るバックパッククーラー１の構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るバックパッククーラー１の正面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るバックパッククーラー１の側面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るバックパッククーラー１の他の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る可搬型温調装置の実施の形態について説明す
る。
【００２１】
　図１に示すバックパッククーラー１は、「可搬型温調装置」の一例であって、ケーシン
グ２、冷凍サイクル３、ファン４ａ，４ｂ、バッテリー５および制御回路部６を備え、冷
凍サイクル３によって冷却した空気を図示しないエアホースを介して供給対象に供給可能
に構成されている。この場合、冷凍サイクル３は、圧縮機１１、凝縮器１２、膨張弁１３
および蒸発器１４を備え、後述するように、制御回路部６の制御下で圧縮機１１が冷媒を
圧縮することにより、蒸発器１４の周囲の空気が冷却されるように構成されている。なお
、本例のバックパッククーラー１（冷凍サイクル３）では、一例として、キャピラリチュ
ーブで構成された膨張弁１３を採用しているが、この膨張弁１３に代えて電子膨張弁を「
膨張弁」として採用することもできる。また、冷媒としてフロンガスを使用する例につい
て説明するが、二酸化炭素（ＣＯ２）などの各種の冷媒ガスを使用する構成を採用するこ
ともができる。
【００２２】
　一方、ケーシング２は、冷凍サイクル３、ファン４ａ，４ｂ、バッテリー５および制御
回路部６等を収容可能に構成されたケーシング本体２ａと、このバックパッククーラー１
を背負って搬送可能にケーシング本体２ａに取り付けられた一対のベルト２ｂとを備えて
いる。また、ケーシング本体２ａは、冷凍サイクル３における凝縮器１２、膨張弁１３お
よび蒸発器１４やファン４ａ，４ｂなどを収容する上方収容空間Ｓ１（「ケーシング内の
上方部位」の一例）を形成する上側収容部２１（「ケーシングにおける上方部位」の一例
）と、冷凍サイクル３における圧縮機１１や、バッテリー５および制御回路部６などを収
容する下方収容空間Ｓ２（「ケーシング内の下方部位」の一例）を形成する下側収容部２
２（「ケーシングにおける下方部位」の一例）とが一体的に形成されている。
【００２３】
　この場合、上側収容部２１と下側収容部２２との間には、上方収容空間Ｓ１および下方
収容空間Ｓ２を区画すると共に凝縮器１２や蒸発器１４を固定するためのベース部として
機能する仕切部２３が設けられている。また、図１，２に示すように、本例のバックパッ
ククーラー１（ケーシング２）では、下側収容部２２の横幅が上側収容部２１の横幅より
も狭くなるように（上側収容部２１の横幅が下側収容部２２の横幅よりも広くなるように
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）正面視Ｔ字状に形成されている。なお、本明細書においては、バックパッククーラー１
が利用者によって背負われた状態において、利用者の背後から見える面を正面とし、かつ
、利用者の背中に接する面を背面として、以下に説明する。
【００２４】
　また、図３に示すように、上側収容部２１の左右両側面の一方（一例として、正面向か
って左側の側面）には、後述するように凝縮器１２を冷却するための空気をケーシング２
の外部から上方収容空間Ｓ１に導入するための吸気口Ｈ１ａが形成されている。さらに、
図４に示すように、上側収容部２１の左右両側面の他方（一例として、正面向かって右側
の側面）には、後述するように蒸発器１４によって冷却して供給対象に供給するための空
気をケーシング２の外部から上方収容空間Ｓ１に導入するための吸気口Ｈ１ｂ（「吸気口
」の一例）が形成されている。また、図１，２に示すように、上側収容部２１の天板には
、後述するように圧縮機１１や凝縮器１２からの排熱によって温度上昇した（圧縮機１１
や凝縮器１２によって温度上昇させられた）ケーシング２内の空気（上方収容空間Ｓ１内
の空気）をケーシング２の外部に送風するための送風口Ｈ２（「第２送風口」の一例）が
設けられたダクト２４が配設されている（「第２送風口」が「ケーシングにおける上方部
位に形成されている」との構成の一例）。
【００２５】
　さらに、図１，２，４に示すように、下側収容部２２の左右両側面の一方（一例として
、正面向かって右側の側面）には、ダクト２５ｂが取り付けられている。また、図１に示
すように、ケーシング２内には、上側収容部２１内（上方収容空間Ｓ１内）に収容されて
いる蒸発器１４と下側収容部２２に取り付けられたダクト２５ｂとを相互に接続するよう
にダクト２５ａが配設されている。この場合、本例のバックパッククーラー１（ケーシン
グ２）では、ダクト２５ｂの送風口Ｈ３が「第１送風口」に相当する（「第１送風口」が
「ケーシングにおける下方部位に形成され」との構成の一例）。また、本例のバックパッ
ククーラー１（ケーシング２）では、上記の両ダクト２５ａ，２５ｂが相俟って「空気流
路」の一例である空気流路Ｒが構成されている。これにより、本例のバックパッククーラ
ー１（ケーシング２）では、後述するように、吸気口Ｈ１ｂから上方収容空間Ｓ１内に導
入されて蒸発器１４によって温度低下させられた空気が空気流路Ｒを経て送風口Ｈ３から
ケーシング２の外部に送風される。
【００２６】
　また、図３に示すように、ケーシング２の上側収容部２１における左右両側面の他方（
一例として、正面向かって左側の側面）には、主電源スイッチを有する操作部７ａが配設
されている。さらに、本例のバックパッククーラー１（ケーシング２）では、上記の操作
部７ａにおける主電源スイッチがオン状態に操作されている状態において、冷凍サイクル
３の圧縮機１１やファン４ａ，４ｂの動作開始および動作停止を指示したり、圧縮機１１
の運転状態（冷媒の圧縮量）を変更するためのオン／オフスイッチを有する操作部７ｂ（
「操作スイッチ」の一例）がベルト２ｂに配設されている。また、本例のバックパックク
ーラー１（ケーシング２）では、一例として、下側収容部２２の背面における下方側に、
後述するように下方収容空間Ｓ２内に収容されているバッテリー５を脱着するため開口部
が設けられると共に、この開口部が蓋体によって閉塞されている（図示せず）。
【００２７】
　ファン４ａは、図１示すように、凝縮器１２に取り付けられており、吸気口Ｈ１ａから
ケーシング２内（上方収容空間Ｓ１内）に空気を吸気することで凝縮器１２を冷却する。
この場合、本例のバックパッククーラー１では、このファン４ａが吸気口Ｈ１ａからケー
シング２の外部の空気を吸気することにより、上方収容空間Ｓ１や下方収容空間Ｓ２にお
ける空気流路Ｒを除く部位の空気がダクト２４の送風口Ｈ２からケーシング２の外部に送
風される構成が採用されている。なお、本例のバックパッククーラー１のような構成に代
えて、吸気口Ｈ１ａと凝縮器１２との間にファン４ａを配置してケーシング２の外部の空
気を凝縮器１２に送風する構成を採用することもできる。
【００２８】
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　ファン４ｂは、「送風機」の一例であって、後述するように、吸気口Ｈ１ｂからケーシ
ング２内（上方収容空間Ｓ１内）に導入されて蒸発器１４によって温度低下させられた空
気を、ダクト２５ａ，２５ｂ（空気流路Ｒ）を介して送風口Ｈ３からケーシング２の外部
に送風する（供給対象に供給する）送風処理（「第１送風処理」の一例）を実行可能に蒸
発器１４に取り付けられている。なお、上記のような構成に代えて、吸気口Ｈ１ｂと蒸発
器１４との間、または、吸気口Ｈ１ｂの外側（ケーシング２の外部）にファン４ｂを配置
し、ケーシング２の外部の空気を吸気口Ｈ１ｂからケーシング２内（上方収容空間Ｓ１内
）に導入して蒸発器１４に送風することにより、蒸発器１４によって温度低下させられた
空気を、空気流路Ｒを介して送風口Ｈ３からケーシング２の外部に送風する（供給対象に
供給する）送風処理（「第２送風処理」の一例）を実行可能に構成することもできる。
【００２９】
　バッテリー５は、冷凍サイクル３（圧縮機１１）、ファン４ａ，４ｂおよび制御回路部
６を動作させるための電源であって、一例として、リチウムイオン二次電池等の二次電池
で構成され、前述したように、下側収容部２２内（下方収容空間Ｓ２）に収容されている
。制御回路部６は、冷凍サイクル３の圧縮機１１やファン４ａ，４ｂの動作を制御する。
具体的には、制御回路部６は、圧縮機１１の動作状態を変更するためのインバータ制御回
路や、ファン４ａ，４ｂを動作させるための電圧を生成する（変圧する）変圧回路等を備
え（図示せず）、操作部７ａ，７ｂの操作状態に応じて、圧縮機１１やファン４ａ，４ｂ
の動作開始や動作停止、および圧縮機１１の運転状態（冷媒の圧縮量）の変更を制御する
。
【００３０】
　このバックパッククーラー１は、一例として、エアホースを接続可能な接続口が配設さ
れたカバーオール（図示せず）を着た利用者が、バックパッククーラー１のダクト２５ｂ
（送風口Ｈ３）とカバーオールにおける上記の接続口とをエアーホースによって相互に接
続した状態においてバックパッククーラー１を背負うことにより、利用者の移動を規制す
ることなく、エアホースを介してカバーオール内に冷気を供給することが可能となってい
る。これにより、例えば、周囲温度が高温となる作業空間内や、日中の炎天下において利
用者（作業者）の体温上昇を抑えることが可能となる。
【００３１】
　具体的には、まず、ダクト２５ｂ（送風口Ｈ３）とカバーオールの接続口とをエアーホ
ースによって相互に接続する。次いで、操作部７ａの主電源スイッチをオン操作する。こ
の際には、ケーシング２内のバッテリー５が制御回路部６に接続される。続いて、ケーシ
ング２に配設されているベルト２ｂ，２ｂに両腕を通してバックパッククーラー１を背負
う。この際に、本例のバックパッククーラー１では、各構成要素のなかでも重い凝縮器１
２や蒸発器１４がケーシング２における上側収容部２１内の上方収容空間Ｓ１に収容され
ているため、仮に、従来の背嚢型エアコンと総重量が同じであったとしても、利用者が感
じる重さが十分に軽くなっている。
【００３２】
　次いで、操作部７ｂを操作して冷凍サイクル３およびファン４ａ，４ｂの動作開始を指
示する。この際に、本例のバックパッククーラー１では、ベルト２ｂに操作部７ｂが配設
されているため、無理な姿勢を強いられることなく操作部７ｂの操作スイッチを操作する
ことが可能となっている。また、操作部７ｂのスイッチ操作によって動作開始を指示され
たときに、制御回路部６は、圧縮機１１に電源を供給して冷媒の圧縮を開始させると共に
、ファン４ａ，４ｂを動作させる。
【００３３】
　この際には、圧縮機１１によって圧縮された高温高圧の冷媒ガスが凝縮器１２に圧送さ
れると共にファン４ａによってケーシング２の外部の空気が吸気口Ｈ１ａから上方収容空
間Ｓ１に吸気され、この空気が凝縮器１２を通過する際に凝縮器１２内の高温高圧の冷媒
ガスと熱交換することで温度上昇させられる。また、ファン４ａによってケーシング２の
外部の空気が上方収容空間Ｓ１内に順次吸気されることにより、凝縮器１２によって温度
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上昇させられた上方収容空間Ｓ１内の空気が、図１に矢印Ａで示すように、ダクト２４の
送風口Ｈ２からケーシング２の外部に送風される。
【００３４】
　この際に、本例のバックパッククーラー１では、ケーシング２における上方部位に送風
口Ｈ２が形成されているため、凝縮器１２によって温度上昇させられた高温の空気が上昇
気流となってケーシング２内（上方収容空間Ｓ１内）を上昇して、送風口Ｈ２からスムー
ズに送風される。また、冷凍サイクル３の動作時には、制御回路部６のインバータ制御回
路や圧縮機１１が発熱して高温となり、制御回路部６や圧縮機１１の周囲の空気（この例
では、下方収容空間Ｓ２内の空気）が温度上昇させられる。この温度上昇させられた空気
は、上昇気流となってケーシング２内を上昇し、凝縮器１２において温度上昇させられた
空気と共に送風口Ｈ２からケーシング２の外部に送風される。
【００３５】
　一方、吸気口Ｈ１ａから吸気された空気との熱交換によって凝縮器１２内において凝縮
させられた冷媒は、膨張弁１３を通過して蒸発器１４に供給される。この際には、ファン
４ｂによってケーシング２の外部の空気が吸気口Ｈ１ｂから上方収容空間Ｓ１に吸気され
ているため、この空気が蒸発器１４を通過する際に蒸発器１４内の冷媒と熱交換させられ
ることで冷却される。また、蒸発器１４において空気を冷却することで温度上昇させられ
た冷媒は、圧縮機１１に吸引されて圧縮されて、再び凝縮器１２に圧送される。
【００３６】
　また、蒸発器１４において冷却された空気は、図１に矢印Ｂで示すように、空気流路Ｒ
を通過して送風口Ｈ３からエアホース内に送風されて、エアホースを介して利用者のカバ
ーオール内に供給される。この際に、本例のバックパッククーラー１では、ケーシング２
における下方部位に送風口Ｈ３が形成されているため、蒸発器１４によって冷却された（
温度低下させられた）低温の空気が下降気流となってケーシング２内（空気流路Ｒ内）を
下降して、送風口Ｈ３からエアホース内にスムーズに送風される。これにより、利用者の
身体とカバーオールとの間の空間、すなわち、利用者の身体の周囲が冷却されて、利用者
の体温上昇を抑えることが可能となる。
【００３７】
　このように、このバックパッククーラー１によれば、少なくとも凝縮器１２および蒸発
器１４をケーシング２内の上方部位（上側収容部２１内の上方収容空間Ｓ１）に収容する
と共に、蒸発器１４によって温度低下させられた空気をケーシング２の外部に送風する送
風口Ｈ３をケーシング２における下方部位（下側収容部２２の側板）に形成し、かつ、圧
縮機１１および凝縮器１２によって温度上昇させられた空気をケーシング２の外部に送風
する送風口Ｈ２をケーシング２における上方部位（上側収容部２１上のダクト２４）に形
成したことにより、重量物である凝縮器１２や蒸発器１４をケーシング２の上方部位（上
方収容空間Ｓ１）に収容したことで、実際の重量よりも軽く感じられるため、このバック
パッククーラー１を背負った利用者の負担を十分に軽減することができるだけでなく、圧
縮機１１や凝縮器１２によって温度上昇させられた空気が上昇気流となって送風口Ｈ２か
らスムースに送風されるため、冷凍サイクル３の運転効率、すなわち、蒸発器１４による
空気の冷却効率を十分に向上させることができると共に、蒸発器１４によって冷却された
空気が下降気流となって空気流路Ｒを下降して送風口Ｈ３からスムースに送風されるため
、供給対象（上記の例では、利用者が着ているカバーオール内）への冷気の送風効率を十
分に向上させることができる。
【００３８】
　また、このバックパッククーラー１によれば、ケーシング２内の下方部位（下側収容部
２２内の下方収容空間Ｓ２）にバッテリー５を収容したことにより、凝縮器１２や蒸発器
１４を収容したことで冷媒配管が引き回され、かつ冷気の送風に適した空気流路Ｒを形成
する必要がある上方収容空間Ｓ１内にバッテリー５を収容する構成とは異なり、バッテリ
ー５の収容空間を確保するために、冷媒配管を必要以上に長く引き回したり、空気の流れ
が妨げられるような空気流路Ｒを形成したりすることなく、バッテリー５を収容すること
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ができる。これにより、冷凍サイクル３の冷媒圧送効率をさらに向上させ、かつ空気（冷
気）の送風効率をさらに向上させることができる。
【００３９】
　さらに、このバックパッククーラー１によれば、バックパッククーラー１を背負うため
のベルト２ｂ，２ｂをケーシング２に取り付けたことにより、例えば手提げ用の取っ手を
「ケーシング」に設けて「バックパッククーラー（可搬型温調装置）」を搬送する構成と
は異なり、バックパッククーラー１を背負った利用者の両手が自由となるため、バックパ
ッククーラー１を背負ったままで各種の作業を実施することができる。
【００４０】
　また、このバックパッククーラー１によれば、ケーシング２における下方部位（下側収
容部２２）の横幅が上方部位（上側収容部２１）の横幅よりも狭くなるようにケーシング
２を形成したことにより、上側収容部２１の左右両端部の下方（下側収容部２２の左方お
よび右方）にスペースが形成されるため、利用者の肘などがケーシング２に当接する不具
合を生じさせることなくバックパッククーラー１を背負って移動することができる。
【００４１】
　さらに、このバックパッククーラー１によれば、冷凍サイクルの動作開始および動作停
止を指示するための操作スイッチを有する操作部７ｂをベルト２ｂ，２ｂに配設したこと
により、背負った状態のバックパッククーラー１におけるケーシング２に手を伸ばす不自
然な操作姿勢を強いられることなく、圧縮機１１等の動作状態を任意に切り替えることが
できる。
【００４２】
　なお、「可搬型温調装置」の構成は、上記のバックパッククーラー１の構成に限定され
るものではない。例えば、圧縮機１１を下側収容部２２内の下方収容空間Ｓ２に収容した
例について説明したが、「圧縮機」の重量が重い場合には、この「圧縮機」を「ケーシン
グにおける上方部位」に収容する構成を採用することもできる。このような構成を採用す
ることにより、利用者に対して「可搬型温調装置」の重量を一層軽く感じさせることがで
きる。また、膨張弁１３を上側収容部２１内の上方収容空間Ｓ１に収容した例について説
明したが、「膨張弁」は比較的軽量のため、この「膨張弁」を「ケーシングにおける下方
部位」に収容する構成を採用することもできる。さらに、バッテリー５を備えて構成した
例について説明したが、このような構成に代えて（または、このような構成に加えて）、
圧縮機１１やファン４ａ，４ｂ等を動作させるための電源を外部から供給させるための電
源ケーブルを接続可能に構成することもできる（図示せず）。
【符号の説明】
【００４３】
　　　　１　バックパッククーラー
　　　　２　ケーシング
　　　２ａ　ケーシング本体
　　　２ｂ　ベルト
　　　　３　冷凍サイクル
　　　４ａ，４ｂ　ファン
　　　　５　バッテリー
　　　　６　制御回路部
　　　７ａ，７ｂ　操作部
　　　１１　圧縮機
　　　１２　凝縮器
　　　１３　膨張弁
　　　１４　蒸発器
　　　２１　上側収容部
　　　２２　下側収容部
　　　２３　仕切部
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　　　２４，２５ａ，２５ｂ　ダクト
　　Ｈ１ａ，Ｈ１ｂ　吸気口
　　　Ｈ２，Ｈ３　送風口
　　　　Ｒ　空気流路
　　　Ｓ１　上方収容空間
　　　Ｓ２　下方収容空間

【図１】 【図２】
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